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視 点

産後ケア事業における行政との利用者情報の交換について

小島久海子 1），松本 光子 1），高橋 瑠衣 1），並木 由美 1），山田 摩耶 1）

内田理保子 1），橋口 良恵 2），立石 幸 2），三島 香 2），秋山千枝子 3）

Ⅰ．は じ め に

産後ケア事業とは，退院直後の母子に対して心身の
ケアや育児のサポート等を行い，産後も安心して子育
てができる支援体制の確保を行うことを目的とし，産
後に心身の不調又は育児不安等がある者，その他特に
支援が必要と認められる者を対象とし，退院直後の母
子に対して心身のケアや育児のサポート等きめ細かい
支援を実施するものである。母子保健法の一部を改正
する法律（令和元年法律第 69号）により，市町村の
努力義務として規定された（令和 3年 4月 1日施行）１）。
実施自治体は令和 4年度の調査時点で 1,462市町村
（84％）であり，産婦の利用率は令和 3年度の 6％程
度から令和 4年度は 10.9％と伸びている２）。少子化社
会対策大綱（令和 2年 5月 29日閣議決定）において，
令和 6年度末までの全国展開を目指すとされている１）。
一方で，自治体における妊産婦のメンタルヘルス対
策の現状と課題としては，令和 3年度の時点で，「精
神科医療機関を含めた地域関係機関と連絡会等を定期
的に実施している」と回答した市町村は 7.2％にとど
まっている３）。地域の産後ケア施設には，「切れ目ない
妊産婦・乳幼児への保健対策」のひとつとして，行政
との連携を担うことが期待される。しかし，令和 4年
度に行われたヒアリング調査では，市町村の担当者か
らは情報連携の課題として，市町村によって書式が異

なるためケア事業実施者側の負担になっていることや，
医療機関に情報の連携を依頼しても医療機関の対応に
ばらつきがあることがあげられている４）。行政と産後
ケア施設とが連携し母子のために効果的な支援を行え
るようにするためには，情報の共有をどのようにする
か，その方法を均てん化することが求められる。
筆者らの活動する東京都三鷹市（人口約 19万人）で
は，平成 30年に「三鷹市産後ケア事業実施要項」を
制定した。三鷹市では妊婦全数面接を行っており，そ
の面接の際に産後ケア事業「ゆりかごプラス」５）が案
内される。利用の申請は妊娠 8か月以降とし，電子申
請で予約をとり申請のための面接として保健師・助産
師などが状況を聞くこととなっている。登録されると
随時事業所に連絡される仕組みとなっており，面接で
市が把握したハイリスク妊婦についての情報を共有し
ている。筆者らの施設では，市の委託事業として，小
児科診療所を母体とし平成 30年 7月からデイサービ
ス型（定員 2人，10時から 16時）を開設し，令和 2
年 10月から宿泊型（定員 2人，ステイ 22時から 9時）
を開室した６）。令和 6年度の三鷹市内の事業所数は筆
者らの 2施設を含む 4施設（そのほか，アウトリーチ
（訪問）型として 2団体がある。本稿では，筆者らの
施設のデータから産後ケア施設と市がどのように連携
したか紹介する。
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図 1 提供した情報の内容（提供の方向別）

Ⅱ．当施設の状況

令和 5年 1月から 12月までの期間に当産後ケア施
設を利用した生後 0～5か月の子どもをもつ母親 227
人のうち，行政と情報共有を行った 56人を対象とし，
利用前に市から情報提供があった内容，利用中または
利用後に当施設から市へ情報提供した内容の双方につ
いて記録から収集した。
なお，市との情報のやり取りについては，あらかじ
め所定の様式は用意しておらず，利用記録から後ろ向
きに情報を収集したものである。また，当施設から市
への情報の提供については，都度母親から同意を取得
してから実施した。

1．連携した情報

情報の内容についてはバイオ・サイコ・ソーシャル
の視点７）から整理した。具体的には，バイオ（身体）は
母親の体調不良，早産や児の疾患，児の体重フォロー，
サイコ（心理）は母親のメンタル面の不調と母親のメ
ンタル面での既往歴，ソーシャル（社会）はサポート
の不足と配偶者のメンタル面の課題とした。
市から当施設へ情報が提供された例を内容別に見る
と母親のメンタル面の不調が最も多く 13件あり，次
いで，サポートの不足が 8件，母親のメンタル面での
既往歴が 4件あった。一方，当施設から市へ情報を提
供した内容で最も多かったのは母親のメンタル面の不
調で 12件あり，次いで，児の体重のフォローが 8件，
サポートの不足が 6件あった。以下に各項目の内容を

例示する（図 1）。
i．バイオ（身体）

母親の体調不良の中には，高血圧やメンタル面の不
調からくる胃腸症状，当施設利用中の体調不良による
転倒，上の子どもの看病疲れがあった。早産や児の疾
患では，早産や繰り返す尿路感染，気管軟化症，生後
の聴力検査の結果が両耳再検になった例があった。児
の体重フォローでは，新生児訪問の際に飲みムラがみ
られたことや，当施設の利用期間中に哺乳瓶の拒否や
母乳量の変化がみられ，利用期間終了後に体重の変化
が見込まれる児に関して，その後の体重フォローを市
の集団健診に依頼する例があった。
ii．サイコ（心理）

母親のメンタル面の不調としては，新生児訪問の際
のエジンバラ産後うつ病自己評価票（EPDS）の高値
や育児不安の訴え，感情失禁，気分の落ち込み，うつ
病の治療中，自信のなさ，泣き声への焦り，イライラ，
予期せぬ分娩経過による不安などがあった。母親のメ
ンタル面での既往歴には，うつ病や不眠症・パニック
障害の既往，上子出産後の気分の落ち込み，職場での
ストレスによる適応障害の既往などがあった。
iii．ソーシャル（社会）

サポートの不足では，子育ての支援者が配偶者のみ
である例，あわせて義母の介護があるといった例が
あった。配偶者のメンタル面の不調では，うつ病の既
往のある例や治療中である例，子育てに神経質になっ
ていると思われる例があった。
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iv．その他

バイオ・サイコ・ソーシャルに分類される以外の項
目には，母親のエネルギーが乏しいと思われる例，知
的水準に課題がある例，表情や落ち着きのなさが気に
なる母親である例，市に利用を希望する電話連絡が
あった（利用のための申請時は電子申請となっている），
母親が ADHD（注意欠如・多動症）の診断を受けて
いる，配偶者からのモラルハラスメントなどがあった。

2．情報の方向での特徴

市から当施設へ提供した情報と，当施設から市へ提
供した情報の件数でもっとも差があったのは児の体重
のフォローであり当施設からが 8件，市からが 1件で
あった。次いで，その他の内容，配偶者のメンタル面
の課題で差があった。

3．月齢による特徴

生後 1か月では市からの提供が 17件あり，当施設
からは 12件と市からの提供が多かったが，そのほか
の月齢では当施設から市へ提供した件数が多かった。

Ⅲ．今後の課題

市から当施設への提供と，当施設から市への提供が
多かった項目を比べると，どちらにおいても母親のメ
ンタル面での不調がもっとも多く，このような例では
産前・産後ともに支援が必要である。今回紹介した例
では精神科等の医療機関との連携は実施しなかったが，
精神科等の医療機関は初診については予約制になって
いることが多くニーズに即応することは難しい。母親
の状態に応じて紹介できるよう市の関係部署や保健所
に問い合わせるなどし地域の医療機関を把握しておく
必要がある。
また，施設側からの情報提供で次に多かったのは児
の体重のフォローであり，産後ケア施設に期待される
役割として児の発育の経過観察は小さくないことがわ
かった。児の体重が増加不良である場合には，授乳の
誤りだけでなく虐待に発展する可能性をはらむ育児過
誤へ移行しないよう行政および小児科の医療機関と連
携する等の対応が必要と考える。
「切れ目のない支援」を行うためには，産後ケアの
利用期間終了後も母子が社会で孤立しないよう，事例
集８）にあるように小児科や精神科等，ヘルパー等の医
療機関や，子育て広場といった幅広い社会資源に行政

と情報共有を図りながら支援をつないでいくことが重
要であると考える。このとき情報のやり取りにおいて
重要なものの伝達漏れや誤解が生じないよう，また，
市町村をまたいで利用する利用者が安心して利用でき
る情報交換のための共通のフォーマットの作成が急務
である。同時に，支援のニーズを見逃さないよう，ス
タッフの気づきを育てるための研修と，その気づきを
次のステップにつなげられるようにするための施設内
での取り組みも欠かせない。
このほど，国立成育医療研究センターにおいて，令

和 6年度中に女性の健康に関する司令塔機能を担う女
性の健康ナショナルセンターの設置に向けた取り組み
が始まった。この中で，産後ケア事業について「安全
性とケアの質の担保」を検討課題の一つにすることと
なった。当施設のデータなどを踏まえ，安全で質の高
い産後ケア事業の普及が期待される。

付記 本稿は第 71回日本小児保健協会学術集会（2024

年 6月 21～23日，北海道）での発表演題をもとに作成し

たものである。
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